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■�議会報告会�（議会基本条例 第8条）
        開催⽅法、報告のあり⽅について調査研究
  ※今期の実務については実⾏委員会が企画運営を⾏う

■⾼校⽣との意⾒交換（企画・運営 実務を担う）

広報広聴第2分科会の役割
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令和3・４年度の活動
議会報告会
早稲⽥⼤学マニフェスト研究所
上位ランキングの近隣議会を調査

■愛知県岩倉市：令和3年11⽉8⽇

■愛知県知⽴市：令和４年3⽉28⽇

■愛知県新城市：令和4年5⽉9⽇

■⻑野県飯⽥市：令和4年10⽉5⽇

■静岡県菊川市：令和4年10⽉19⽇



議会報告会先進地視察まとめ



���告�における�題

テーマの選定

開催会場

�⾒��

��の⼯夫

開催⽇時

意⾒交換の⽅法

■ 予算・決算審査サイクルとリンク(議会活動推進特別委員会）

 
 

■ 開催時期→４・5月は予算が決定している

開�は10⽉ー11⽉/年１回

■ 議員個人の意見ではなく、議会の総意として回答すべき

�内�てのエリア（９�場）で��が必�

　＞ テーマは常任委員会で協議→想定質問まで
■ 意見交換はグループワーク形式で実施（付箋活用）

�員のファシリテーション�⼒の向上が必�
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（報告会開催計画書）�
第５条�実⾏委員会は、報告会の開催に当たり、次に掲げる事項を記�
載した報告会開催計�画書を作成するものとする。
�⑴�開催スケジュール�
⑵�議員の役割分担�
⑶�周知の⽅法
�⑷�前３号に掲げるもののほか、委員⻑が必要と認める事項�

（報告会開催計画書）�
第５条�実⾏委員会は、報告会の開催に当たり、次に掲げる事項を記
載した報告会開催計�画書を作成するものとする。
�⑴�開催スケジュール�
⑵�議員の役割分担�
 -1�報告と意⾒交換の内容は常任委員会で協議する
⑶�周知の⽅法
�⑷�前３号に掲げるもののほか、委員⻑が必要と認める事項�

別表（開催時期）
おおむね
春�４⽉〜５⽉�
秋�10⽉〜11⽉�
を⽬安とする

別表（開催時期）
10⽉〜11⽉

���告�への提�
湖⻄市議会議会報告会開催要綱改正

旧 新


